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劉
宗
周
『
論
語
學
案
』
卷
一
［
爲
政
篇

二
］
訳
注
（
３
）

晩
明
期
「
新
陽
明
学
者
」
の
『
論
語
』
解
釈

原

信
太
郎

ア
レ
シ
ャ
ン
ド
レ

本
稿
は
、
明
代
末
期
の
儒
者
・
劉
宗
周
（
号
は
念
台
、
一
五
八
七
～
一
六
四
五
）
の
『
論
語
』
解
釈
を
記
し
た
『
論
語
學

案
』
の
訳
注
を
試
み
る
も
の
で
あ
り
、
本
誌
二
三
号
か
ら
の
連
載
で
あ
る
。
訳
注
の
基
本
方
針
や
体
裁
に
つ
い
て
は
、
前
号

に
掲
げ
た
「
序
言
」
「
凡
例
」
が
生
き
て
お
り
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
前
号
で
は
為
政
篇
全
二
十
四
章
の
う
ち
、
第
十

一
章
ま
で
を
検
討
し
た
が
、
本
稿
で
は
引
き
続
き
、
第
十
二
章
か
ら
第
二
十
一
章
ま
で
を
検
討
範
囲
と
す
る
。

訳
注爲

政
第
二

【
為
・

】
12
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子
曰
、
君
子
不
器
。

僚
之
丸

、

之

塗
、
公
胥
之
斵
、
推
而
至
於
堯
舜
之
治
天
下
、
皆
器
也
。
君
子
不
器
、
其
體
天
地
之
大
全
而
一
以
貫
之
者
乎
。

（
１
）

（
校
１
）
（
２
）

（
４
）

（
校
１
）

十
巻
本
「

」
に
作
る
。

（
１
）
僚
之
丸

「
僚
」
は
春
秋
時
代
の
楚
の
勇
士
、
姓
は
熊
、
字
は
宜
僚
の
こ
と
。
市
の
南
に
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら

市
南
と
号
し
た
。
「
丸
」
は
お
手
玉
。
楚
の
白
公
勝
が
同
じ
く
楚
の
令
尹
子
西
を
殺
害
す
る
謀
略
に
左
袒
す
る
よ
う
迫
っ
た
際
、

宜
僚
は
玉
遊
び
に
興
じ
て
誘
い
に
乗
ら
な
か
っ
た
故
事
を
踏
ま
え
る
。
『
莊
子
』
雑
篇
・
徐
無
鬼
に
「
市
南
宜
僚
弄
丸
而
兩
家

之
難
解
、
孫
叔
敖
甘
寢
秉
羽
而
郢
人
投
兵
」
と
あ
り
、
成
玄
英
疏
は
「
楚
白
公
勝
欲
因
作
亂
、
將
殺
令
尹
子
西
。
司
馬
子
綦

言
熊
宜
勇
士
也
、
若
得
、
敵
五
百
人
、
遂
遣
使
屈
之
。
宜
僚
正
上
下
弄
丸
而
戲
、
不
與
使
者
言
。
使
因
以
劍
乘
之
、
宜
僚
曾

不
驚
懼
、
既
不
從
命
、
亦
不
言
佗
。
白
公
不
得
宜
僚
、
反
事
不
成
。
故
曰
兩
家
難
解
」
（
『
莊
子
集
釋
』
巻
八
中
・
徐
無
鬼
二

十
四
、
中
華
書
局
、
八
四
二
頁
）
と
説
明
す
る
。

（
２
）

之
塗

古
代
の
壁
塗
り
名
人
の
名
。
転
じ
て
壁
塗
り
職
人
を
も
指
す
。
『
漢
書
』
巻
八
十
七
下
・
揚
雄
伝
に
「
獿

人
亡
、
則
匠
石
輟
斤
而
不
敢
妄
斲
」
と
あ
り
、
そ
の
注
に
「
服
虔
曰
、
獿
、
古
之
善
塗
塈
者
也
。
施
廣
領
大
袖
以
仰
塗
、
而

領
袖
不
汙
。
有
小
飛
泥
誤
著
其
鼻
、
因
令
匠
石
揮
斤
而
斲
、
知
匠
石
之
善
斲
、
故
敢
使
之
也
。
師
古
曰
、
塈
即
今
之
仰
泥
也
。

獿
、
抆
拭
也
。
故
謂
塗
者
爲
獿
人
。
獿
音
乃
高
反
、
又
音
乃
回
反
。
今
書
本
獿
字
有
作
郢
者
、
流
俗
改
之
。
塈
音
許
既
反
」
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（
中
華
書
局
、
三
五
七
八
頁
）
と
あ
る
。

（
３
）
公
胥
之
斵

未
詳
。

（
４
）
一
以
貫
之

『
論
語
』
里
仁
「
子
曰
、
參
乎
、
吾
道
一
以
貫
之
。
曾
子
曰
、
唯
。
子
出
。
門
人
問
曰
、
何
謂
也
。

曾
子
曰
、
夫
子
之
道
、
忠
恕
而
已
矣
」。

子
曰
く
、
君
子
は
器
な
ら
ず
、
と
。

宜
僚
が
争
い
ご
と
を
回
避
し
た
丸
（
お
手
玉
）
、
獿
の
壁
塗
り
、
公
胥
の
伐
採
か
ら
、
堯
舜
が
天
下
を
統
治
し
た
こ
と
ま
で
、

み
な
「
器
」
（
一
つ
こ
と
に
限
定
さ
れ
た
モ
ノ
や
技
能
）
で
あ
る
。
「
君
子
は
器
な
ら
ず
」
と
は
、
君
子
と
は
天
地
間
の
あ
ら

ゆ
る
物
事
や
働
き
を
一
身
に
体
し
な
が
ら
も
、
（
『
論
語
』
里
仁
篇
に
い
う
）
「
一
以
て
之
を
貫
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

【
為
・

】
13

子
貢
問
君
子
。
子
曰
、
先
行
其
言
、
而
後
從
之
。

人
未
有
不
先
行
其
言
而
後
從
之
者
。
雖
君
子
亦
然
。
但
君
子
全
是
一
副
躬
行
精
神
、
其
不
得
已
而
有
言
、
亦
以
言
其
所
行
而

絶
不
操
有
餘
之
勢
、
一
似
倒
用
者
。
然
非
必
言
之
於
既
行
之
後
也
。
蓋
君
子
慥
慥
之
學
如
此
。

（
校
１
）
（
１
）
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（
校
１
）
必

十
巻
本
「
以
」
に
作
る
。

（
１
）
言
之
於
既
行
之
後
也

『
論
語
大
全
』
巻
二
・
為
政
第
二
・
当
該
章
注
に
引
か
れ
る
宋
の
周
孚
先
の
説
。
「
周
氏
曰

〔
周
氏
、
名
孚
先
、
字
伯
忱
、
毗
陵
人
〕
先
行
其
言
者
、
行
之
於
未
言
之
前
而
後
從
之
者
。
言
之
於
既
行
之
後
〔
問
、
先
行

其
言
而
後
從
之
、
苟
能
行
矣
、
何
事
於
言
。
朱
子
曰
、
若
道
只
要
自
家
行
得
說
、
都
不
得
、
亦
不
是
道
理
。
聖
人
只
說
敏
於

事
而
謹
於
言
。
敏
於
行
而
訥
於
言
。
言
顧
行
、
行
顧
言
。
何
嘗
教
人
不
言
〕」

子
貢

君
子
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
先
ず
其
の
言
を
行
ひ
て
、
而
る
後
に
之
に
從
ふ
、
と
。

人
た
る
も
の
「
先
ず
其
の
言
を
行
ひ
て
、
而
る
後
に
之
に
從
ふ
」
の
よ
う
に
し
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
君
子
と
て
同

じ
だ
。
た
だ
君
子
は
ま
る
ご
と
実
践
精
神
の
塊
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
か
ら
、
や
む
を
得
ず
発
言
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

実
践
内
容
の
話
し
を
す
る
の
で
あ
っ
て
、
勢
い
に
任
せ
て
お
喋
り
し
て
、
精
力
を
誤
り
用
い
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ
、
「
す
で
に
行
っ
て
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
語
る
」
必
要
が
あ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
要
す
る
に
、
君
子
は
こ
の
よ

う
に
孜
々
と
し
て
学
問
に
励
む
と
い
う
こ
と
だ
。

【
為
・

】
14

子
曰
、
君
子
周
而
不
比
、
小
人
比
而
不
周
。

（
校
１
）
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周
與
比
、
渉
世
之
道
不
甚
相
遠
。
但
出
於
君
子
則
爲
周
、
全
是
元
氣
周
流
。
與
人
爲
善
之
心
、
雖
似
同
而
非
同
。
出
於
小
人

（
校
２
）

（
校
３
）

（
１
）

（
２
）

則
爲
比
、
全
是
私
情
狎
比
、
與
人
濟
惡
之
心
、
雖
似
和
而
非
和
。
和
則
和
於
君
子
、
未
嘗
不
和
於
小
人
。
同
則
同
於
小
人
、

（
校
４
）

（
３
）

（
２
）

必
異
於
君
子
。
心
術
一
分
、
而
世
道
治
亂
之
機
、
恒
必
由
之
。
可
懼
也
夫
。

（
校
１
）
比
而
不
周

十
巻
本
、
こ
の
下
に
割
注
「
比
、
必
二
反
。
」
が
入
る
。
（
校
２
）
周
與
比

十
巻
本
「
和
與
周
」
に

作
る
。
（
校
３
）
周

十
巻
本
「
和
」
に
作
る
。（
校
４
）
爲
比

十
巻
本
「
爲
同
」
に
作
る
。

（
１
）
與
人
爲
善
之
心

『
孟
子
』
公
孫
丑
上
「
孟
子
曰
、
子
路
、
人
告
之
以
有
過
則
喜
。
禹
聞
善
言
則
拜
。
大
舜
有
大

焉
、
善
與
人
同
、
舍
己
從
人
、
樂
取
於
人
以
爲
善
。
自
耕
稼
陶
漁
以
至
爲
帝
、
無
非
取
於
人
者
。
取
諸
人
以
爲
善
、
是
與
人

爲
善
者
也
。
故
君
子
莫
大
乎
與
人
為
善
」
。

（
２
）
同

和

『
論
語
』
子
路
「
子
曰
、
君
子
和
而
不
同
、
小
人
同
而
不
和
」
。

（
３
）
狎
比

親
し
む
。
な
れ
な
れ
し
く
す
る
。

子
曰
く
、
君
子
は
周
し
て
比
せ
ず
、
小
人
は
比
し
て
周
せ
ず
、
と
。

「
周
」
と
「
比
」
と
は
、
処
世
の
道
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
懸
隔
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
君
子
が
行
え
ば
「
周
」
と

な
り
、
す
べ
て
が
元
気
（
根
源
的
な
気
）
の
周
流
で
あ
る
。
人
と
と
も
に
善
を
行
お
う
と
の
心
映
え
は
一
見
「
同
」
に
似
て
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い
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
小
人
が
行
え
ば
「
比
」
と
な
り
、
す
べ
て
が
私
情
に
よ
る
馴
れ
合
い
で
あ
る
。
人
と
と
も
に
悪

を
な
そ
う
と
す
る
心
映
え
は
一
見
「
和
」
に
似
て
い
る
が
、
違
う
も
の
で
あ
る
。
「
和
」
の
場
合
、
君
子
と
「
和
」
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
小
人
と
「
和
」
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
「
同
」
の
場
合
、
小
人
と
「
同
」
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
必
ず
君
子
を

「
異
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
心
持
ち
の
相
違
は
、
そ
の
ま
ま
社
会
の
治
乱
の
分
岐
点
で
も
あ
る
の
だ
。
よ
く
よ
く
恐
れ
慎

む
べ
き
こ
と
だ
。

【
為
・

】
15

子
曰
、
學
而
不
思
則
罔
、
思
而
不
學
則
殆
。

専
言
學
、
則
學
必
兼
思
。
兼
言
思
、
則
學
只
是
學
。
學
一
途
、
而
思
乃
求
以
自
得
於
心
者
。
蓋
耳
目
心
思
、
合
并
而
用
之
者

（
校
１
）

也
。
偏
廢
則
兩
妨
。
學
非
其
學
、
學
必
罔
、
謂
無
得
於
心
、
狥
迹
而
失
之
譌
舛
。
思
非
其
思
、
思
必
殆
。
謂
未
摭
其
實
、
信

（
校
２
）

心
而
失
之
孤
危
。
其
病
道
均
也
。
而
殆
尤
甚
。
他
日
又
曰
、
以
思
、
無
益
。
不
如
學
也
。
蓋
罔
則
爲
俗
學
耳
。
殆
則
必
爲
異

（
１
）

端
。

（
校
１
）
合
并

十
巻
本
「
合
併
」
に
作
る
。
（
校
２
）
譌
舛

十
巻
本
「
訛
舛
」
に
作
る
。

（
１
）
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
「
子
曰
、
吾
嘗
終
日
不
食
、
終
夜
不
寢
以
思
、
無
益
、
不
如
學
也
」。
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子
曰
く
、
學
び
て
思
は
ざ
れ
ば
則
ち
罔
く
、
思
ひ
て
學
ば
ざ
れ
ば
則
ち
殆
し
、
と
。

く
ら

あ
や
う

「
学
」
と
の
み
言
え
ば
、
「
思
」
は
そ
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
「
学
」
と
並
べ
て
「
思
」
を
別
言
す
れ
ば
、
「
学
」
は
た

ん
に
「
学
」
だ
。
「
学
」
の
な
か
に
は
「
学
」
「
思
」
の
双
方
が
一
体
化
し
て
い
る
が
、
「
思
」
は
心
に
自
得
し
よ
う
と
求
め
る

こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
、
耳
目
の
働
き
と
思
考
と
は
一
体
と
な
っ
て
働
く
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
を
止
め
れ
ば
双
方
に
差
し

支
え
が
出
る
。
「
学
」
が
、
あ
る
べ
き
あ
り
方
を
失
え
ば
、
そ
の
「
学
」
は
必
ず
や
「
罔
く
」
な
る
。
そ
れ
は
心
に
会
得
す
る

こ
と
な
く
、
あ
た
ら
物
事
の
外
面
を
追
い
か
け
て
間
違
い
を
犯
す
こ
と
を
い
う
。
「
思
」
が
あ
る
べ
き
あ
り
方
を
失
え
ば
、
そ

の
「
思
」
は
必
ず
や
「
殆
く
」
な
る
。
そ
れ
は
確
か
な
も
の
に
基
づ
か
ず
、
自
分
の
心
ば
か
り
を
信
じ
て
孤
高
に
陷
っ
て
し

ま
う
こ
と
を
い
う
。
両
者
と
も
道
を
そ
こ
な
う
こ
と
は
等
し
い
が
、
「
殆
し
」
が
と
り
わ
け
ひ
ど
い
。
孔
子
は
（
『
論
語
』
衛

霊
公
に
あ
る
よ
う
に
）
後
日
重
ね
て
「
以
て
思
ふ
も
益
無
し
。
学
ぶ
に
如
か
ざ
る
な
り
」
と
言
っ
た
。
思
う
に
、
「
罔
し
」
で

あ
れ
ば
世
俗
的
な
学
問
に
な
る
だ
け
だ
が
、
「
殆
し
」
で
あ
れ
ば
必
ず
や
異
端
に
陷
っ
て
し
ま
う
。

【
為
・

】
16

子
曰
、
攻
乎
異
端
、
斯
害
也
已
。

凡
出
乎
中
庸
之
道
者
即
爲
異
端
。
異
端
者
、
於
大
道
中
矯
之
以
爲
異
、
而
其
端
緒
可
指
也
。
如
楊
之
義
、
墨
之
仁
、
佛
老
之

（
校
１
）
（
１
）
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性
命
、
皆
竊
吾
道
之
一
端
而
矯
以
爲
異
者
。
至
於
佛
氏
作
、
而
其
説
恍
惚
杳
渺
、
漫
無
端
緒
可
尋
矣
。
故
害
道
滋
甚
。
異
端

（
校
２
）

之
異
道
、
先
中
於
人
心
、
新
奇
之
説
一
倡
、
能
令
天
下
羣
起
而
攻
之
、
而
弗
且
決
裂
而
不
可
救
、
至
於
生
民
糜
爛
、
無
父
無

（
校
３
）

（
校
４
）

（
校
５
）

君
。
噫
、
此
孔
氏
之
所
以
齗
齗
洙
泗
也
與
。
○
瑒
曰
、
端
字
從
未
有
如
此
闡
發
者
。

（
校
６
）

（
校
７
）

（
２
）

（
校
８
）

（
校
９
）

（
校
１
）
楊
之
義
、
墨
之
仁

十
巻
本
「
楊
之
仁
、
墨
之
義
」
に
作
る
。
（
校
２
）
矯
以
爲
異

十
巻
本
「
矯
之
爲
異
」
に
作

る
。
（
校
３
）
異
道

十
巻
本
「
害
道
」
に
作
る
。
（
校
４
）
令
天
下

十
巻
本
「
使
天
下
」
に
作
る
。
（
校
５
）
弗

十
巻
本

「
禍
」
に
作
る
。
（
校
６
）
噫

十
巻
本
は
こ
の
字
を
欠
く
。
（
校
７
）
孔
氏

十
巻
本
「
孔
門
」
に
作
る
。
（
校
８
）
與

十

巻
本
は
こ
の
字
を
欠
く
。
（
校
９
）
瑒
曰
、
端
～
闡
發
者

十
巻
本
は
圏
点
か
ら
文
末
ま
で
の

字
を
欠
く
。

12

（
１
）
楊
之
義
、
墨
之
仁

楊
朱
の
爲
我
説
を
儒
家
の
義
に
、
墨
子
の
兼
愛
説
を
同
じ
く
仁
に
似
る
と
す
る
言
説
は
、
す

で
に
『
程
氏
遺
書
』
巻
十
三
（
明
道
先
生
語
三
）
に
「
楊
墨
之
害
、
甚
於
申
韓
。
佛
老
（
一
無
老
字
）
之
害
、
甚
於
楊
墨
。

楊
氏
爲
我
、
疑
於
仁
。
墨
氏
兼
愛
、
疑
於
義
。
申
韓
則
淺
陋
易
見
。
故
孟
子
只
闢
楊
墨
、
爲
其
惑
世
之
甚
也
。
佛
老
（
一
作

、
、
、
、

、
、
、

、
、
、
、

、
、
、

氏
字
）
其
言
近
理
、
又
非
楊
墨
之
比
。
此
所
以
害
尤
甚
。
楊
墨
之
害
、
亦
經
孟
子
闢
之
。
所
以
廓
如
也
」
（
中
華
書
局
、
一
三

八
頁
）
と
見
え
る
。

（
２
）
齗
齗
洙
泗

『
史
記
』
巻
三
十
三
・
魯
周
公
世
家
第
三
「
太
史
公
曰
、
余
聞
孔
子
稱
曰
、
甚
矣
、
魯
道
之
衰
也
。

洙
泗
之
間
、
齗
齗
如
也
」
。
裴
駰
『
史
記
集
解
』
所
引
の
徐
広
の
注
「
漢
書
地
理
志
云
、
魯
濵
洙
泗
之
間
、
其
民
渉
渡
、
幼
者

扶
老
者
而
代
其
任
、
俗
既
薄
、
長
者
不
自
安
、
與
幼
者
相
讓
。
故
曰
、
齗
齗
如
也
。
齗
、
魚
斤
反
。
東
州
語
也
。
蓋
幼
者
患
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苦
長
者
、
長
者
忿
愧
自
守
。
故
齗
斷
爭
辭
、
所
以
爲
道
衰
也
」
。

子
曰
く
、
異
端
を
攻
む
る
は
、
斯
れ
害
の
み
、
と
。

お
さ

お
よ
そ
中
庸
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
は
、
異
端
と
な
る
。
異
端
と
い
う
の
は
、
大
道
の
な
か
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
歪
曲
し
て

異
な
っ
た
も
の
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
し
て
示
す
こ
と
の
で
き
る
端
緒
が
あ
る
。
例
え
ば
楊
朱
の
義
に
近
似
し
た
為
我

、

、

説
、
墨
子
の
仁
に
近
似
し
た
兼
愛
説
、
仏
老
の
性
命
説
は
、
す
べ
て
わ
が
儒
教
の
一
端
を
歪
曲
し
て
異
な
っ
た
も
の
と
し
た

の
で
あ
る
。
仏
教
が
勃
興
す
る
と
、
そ
の
説
は
ぼ
ん
や
り
と
し
て
奥
深
く
、
捉
え
ど
こ
ろ
の
あ
る
端
緒
な
ど
存
在
し
な
い
。

こ
の
た
め
、
道
を
そ
こ
な
う
こ
と
ま
す
ま
す
甚
だ
し
い
。
異
端
が
道
を
そ
こ
な
う
や
り
方
は
、
ま
ず
人
心
を
迎
る
の
で
あ
る
。

目
新
し
い
説
を
唱
え
て
、
天
下
の
人
々
み
な
に
そ
れ
を
修
め
さ
せ
る
の
だ
。
そ
の
災
禍
た
る
や
、
救
い
よ
う
の
な
い
ほ
ど
に

社
会
が
破
綻
し
、
民
衆
が
堕
落
し
て
父
や
君
主
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
ま
で
に
至
ろ
う
と
し
て
い
る
。
あ
あ
、
こ
れ
が
孔
子

が
「
甚
だ
し
き
か
な
、
魯
道
の
衰
へ
た
る
や
。
洙
泗
の
間
、
齗
齗
如
た
り
」
（
魯
に
お
い
て
聖
賢
の
道
の
衰
亡
ぶ
り
は
著
し
い
。

き
ん
き
ん
じ
よ

老
人
と
若
者
と
が
そ
こ
こ
こ
で
言
い
争
っ
て
い
る
）
と
嘆
い
た
所
以
で
あ
る
。

【
董
瑒
「
「
端
」
の
語
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
こ
ん
な
に
も
は
っ
き
り
説
い
た
も
の
は
な
い
。
」
】

【
為
・

】
17

子
曰
、
由
、
誨
女
知
之
乎
。
知
之
爲
知
之
、
不
知
爲
不
知
。
是
知
也
。

（
校
１
）
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子
路
力
行
可
畏
、
未
必
心
地
劃
然
。
縁
他
氣
質
兼
人
、
往
往
失
之
徑
行
直
遂
。
故
心
易
受
蔽
。
心
有
所
蔽
、
則
誤
不
知
以
爲

（
１
）

（
校
２
）

知
者
有
之
。
此
所
謂
不
知
而
作
也
。
故
聖
人
頂
門
一
針
、
告
以
求
知
之
道
。
知
不
求
之
外
、
而
即
求
之
在
我
。
爲
知
爲
不
知
、

（
２
）

（
校
３
）

何
人
不
分
曉
。
正
恐
自
謂
分
曉
、
不
免
種
種
是
錯
、
認
得
不
眞
。
須
是
子
細
查
考
來
。
所
知
者
既
不
妨
自
信
、
所
不
知
者
尤

（
校
４
）

不
妨
自
疑
、
則
信
所
信
、
知
也
。
信
所
疑
、
亦
知
也
。
是
知
也
。
而
非
以
無
不
知
之
爲
知
也
。
此
等
學
問
、
只
虚
心
反
觀
、

便
自
得
之
。
但
胸
中
習
見
積
久
、
容
易
沙
汰
不
盡
、
不
免
時
啟
時
閉
、
終
身
擾
擾
。
學
者
須
從
格
物
致
知
之
功
始
得
。
○
良

（
校
５
）

知
在
我
、
無
所
不
知
。
但
爲
私
意
錮
住
、
則
有
時
而
昏
。
眼
中
纔
中
些
子
塵
、
便
全
體
昏
黑
、
更
無
通
明
處
。
故
知
則
全
體

（
校
６
）

皆
知
、
不
知
則
全
體
皆
不
知
、
更
無
半
明
半
暗
分
數
。
但
此
蔽
有
去
來
、
則
有
時
而
知
、
有
時
而
不
知
耳
。
夫
既
有
時
而
知
、

有
時
而
不
知
、
則
并
其
知
而
非
。
人
能
知
己
之
不
知
、
正
是
無
所
不
知
的
本
體
呈
露
時
、
如
金
針
一
撥
、
宿
障
全
消
。
○
語

（
校
７
）
（
３
）

云
、
無
行
所
疑
最
爲
難
事
、
是
子
路
一
生
病
痛
。

（
校
１
）
是
知
也

十
巻
本
は
こ
の
下
に
割
注
「
女
、
音
汝
。
」
が
入
る
。
（
校
２
）
誤

十
巻
本
「
認
」
に
作
る
。
（
校
３
）

頂
門
一
針

十
巻
本
「
頂
門
一
鍼
」
に
作
る
。
（
校
４
）
子
細

十
巻
本
「
仔
細
」
に
作
る
。
（
校
５
）
容
易

十
巻
本
「
倘

或
」
に
作
る
。
（
校
６
）
纔
中

十
巻
本
は
こ
の
二
字
を
欠
く
。
（
校
７
）
金
針

十
巻
本
「
金
鍼
」
に
作
る
。

（
１
）
兼
人

『
論
語
』
先
進
篇
「
子
曰
、
求
也
退
、
故
進
之
。
由
也
兼
人
、
故
退
之
」
。
「
兼
人
」
は
『
論
語
大
全
』
巻

二
・
為
政
第
二
、
当
該
章
注
に
「
兼
人
、
謂
勝
人
也
」
と
あ
り
、
『
論
語
學
案
』
【
先
・

】
に
「
子
路
力
行
可
畏
。
只
是
粗
、

20
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兼
人
處
全
是
氣
魄
用
事
。
如
人
下
食
貪
多
、
便
嚼
不
化
、
胡
亂
嚥
下
」
と
説
明
す
る
。

（
２
）
不
知
而
作
之

『
論
語
』
述
而
篇
「
子
曰
。
蓋
有
不
知
而
作
之
者
、
我
無
是
也
。
多
聞
擇
其
善
者
而
從
之
。
多
見

而
識
之
、
知
之
次
也
」。

（
３
）
金
針
一
撥
、
宿
障
全
消

北
宋
の
徽
宗
の
妃
で
あ
っ
た
顕
仁
皇
后
が
、
針
に
よ
っ
て
眼
病
を
治
療
し
た
故
事
を
踏

ま
え
た
言
い
方
。
『
朝
野
遺
記
』
（
『
説
郛
』
第
四
九
）
「
和
議
成
、
顯
仁
后
〔
徽
宗
后
韋
氏
〕
將
還
、
欽
廟
挽
其
輪
而
曰
、
蹛

之
。
第
與
吾
南
歸
。
但
得
爲
太
一
宮
主
足
矣
。
他
無
望
於
九
哥
也
〔
髙
宗
第
九
〕
。
后
不
能
郤
、
爲
之
誓
曰
、
吾
先
歸
。
苟
不

迎
若
、
有
瞽
吾
目
。
乃
升
車
既
至
、
則
是
間
所
見
大
異
、
不
久
后
失
明
。
募
醫
療
者
莫
能
奏
效
。
有
道
士
應
募
、
中
貴
導
之

入
宮
、
金
鍼
一
撥
、
左
翳
脫
然
而
復
明
。
后
大
喜
曰
、
吾
目
久
盲
、
得
師
重
朗
。
更
煩
終
始
其
右
、
報
當
不
貲
。
道
士
笑
曰
、

、
、
、
、

后
以
一
目
視
足
矣
。
以
一
目
存
誓
、
可
也
。
后
惕
然
起
拜
曰
、
吾
師
聖
人
也
。
知
吾
之
隠
」。

子
曰
く
、
由
、
女
に
之
を
知
る
こ
と
を
誨
へ
ん
か
。
之
を
知
る
を
之
を
知
る
と
爲
し
、
知
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
と
爲
す
。
是
れ

お
し

知
れ
る
な
り
、
と
。

子
路
の
力
行
ぶ
り
は
畏
敬
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の
胸
中
は
必
ず
し
も
さ
っ
ぱ
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。
人
に
勝
と

う
と
す
る
質
で
あ
る
た
め
、
直
情
径
行
の
過
ち
を
犯
し
が
ち
な
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
そ
の
心
は
（
私
欲
に
）
覆
わ
れ
や
す

た
ち

い
。
心
が
覆
わ
れ
る
と
、
ま
ま
、
知
ら
な
い
も
の
を
知
っ
て
い
る
と
誤
解
す
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
知
ら
ず
し
て
作
す
」

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
聖
人
は
頂
門
に
一
針
を
下
し
、
知
を
求
め
る
道
筋
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
知
は
外
に
求
め
る
の
で
な
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く
、
自
分
自
身
に
求
め
る
も
の
な
の
だ
。
知
っ
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
の
か
、
分
明
で
な
い
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
戒
め

る
べ
き
は
、
自
分
で
は
分
明
で
あ
る
と
思
っ
て
い
て
も
間
違
い
だ
ら
け
で
、
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
、
詳
ら
か
に
検
証
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
、
知
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
信
じ
れ
ば
よ
い
し
、

知
ら
な
い
こ
と
は
疑
え
ば
よ
い
。
信
じ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
の
が
知
で
あ
れ
ば
、
疑
わ
し
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
疑
う

の
も
知
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
是
れ
知
れ
る
な
り
」
で
あ
る
。
何
で
も
知
っ
て
い
る
こ
と
が
知
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
学

問
は
虚
心
に
省
み
れ
ば
自
ず
と
腑
に
落
ち
る
も
の
だ
。
た
だ
、
今
ま
で
身
に
つ
け
て
き
た
物
の
見
方
が
強
固
に
習
慣
化
さ
れ
、

容
易
に
一
掃
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
明
ら
か
に
な
っ
た
り
暗
く
な
っ
た
り
の
繰
り
返
し
で
、
死
ぬ
ま
で
忙
し
な
い
仕

儀
と
な
る
。
学
ぶ
者
は
ま
ず
格
物
致
知
の
修
養
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

良
知
は
自
分
自
身
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
知
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
た
だ
私
意
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
る
と
、
暗
ん
で
し
ま

う
こ
と
が
あ
る
。
目
の
な
か
に
僅
か
で
も
塵
が
入
る
と
全
体
が
暗
く
な
り
、
視
界
が
ま
っ
た
く
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

か
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
一
切
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
全
て
知
る
こ
と
が
な

い
。
半
分
が
明
ら
か
で
半
分
が
暗
い
と
い
っ
た
、
割
合
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
、
時
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
た
り
覆

わ
れ
な
か
っ
た
り
が
あ
る
た
め
に
、
知
る
時
が
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
が
、
あ
る
と
き
は
知
り
、

あ
る
と
き
は
知
ら
な
い
と
い
う
よ
う
で
は
、
そ
の
知
は
ま
っ
た
く
駄
目
だ
。
「
針
を
一
刺
し
す
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
従
来
の
眼
病

が
癒
え
る
」
と
い
う
例
え
の
通
り
、
人
が
自
身
の
不
知
を
自
覚
し
た
時
こ
そ
、
す
べ
て
を
知
る
良
知
の
本
体
が
発
露
す
る
時

な
の
で
あ
る
。

古
語
に
い
う
、
「
確
信
を
持
て
な
い
こ
と
を
行
わ
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
と
り
わ
け
難
し
い
」
と
。
こ
れ
こ
そ
子
路
の
一
生
の
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欠
点
だ
。

【
為
・

】
18

子
張
學
干
祿
。
子
曰
、
多
聞
闕
疑
、
愼
言
其
餘
、
則
寡
尤
。
多
見
闕
殆
、
愼
行
其
餘
、
則
寡
悔
。
言
寡
尤
、
行
寡

悔
、
祿
在
其
中
矣
。

（
校
１
）

子
張
學
干
祿
、
蓋
病
在
誇
多
鬭
靡
、
炫
燿
聞
譽
、
有
希
世
之
心
、
一
似
爲
干
祿
而
學
者
然
。
故
夫
子
亟
以
爲
己
之
學
挽
之
多

（
１
）

聞
多
見
、
總
以
爲
反
約
之
地
。
聞
見
雖
多
、
試
措
之
於
言
行
、
往
往
疑
者
多
而
信
者
寡
。
即
言
行
其
所
信
而
猶
不
敢
肆
然
、

（
校
２
）

而
出
之
唯
恐
多
言
多
召
尤
、
多
動
多
宿
悔
也
。
以
是
爲
言
行
縱
不
能
不
抵
於
尤
悔
而
亦
云
寡
矣
。
不
曰
無
之
而
曰
寡
、
亦
據

（
２
）

（
校
３
）

其
愼
言
愼
行
之
心
則
然
。
而
要
之
學
焉
而
後
知
不
足
。
則
寡
尤
寡
悔
、
亦
非
大
賢
以
上
不
能
者
。
此
之
爲
祿
在
其
中
。
所
謂

（
校
４
）

身
安
爲
貴
、
道
充
爲
富
、
不
待
求
而
自
在
者
也
。
學
者
誠
知
寡
尤
寡
悔
之
即
祿
、
而
後
可
以
言
學
。
充
得
盡
、
遯
世
不
見
知

（
３
）

（
校
５
）

（
校
６
）

（
４
）

而
不
悔
、
唯
聖
者
能
之
。
以
爲
學
焉
而
祿
自
至
者
、
此
又
深
於
學
干
祿
者
也
。
○
言
行
分
愼
敏
兩
法
。
此
皆
言
愼
者
。

（
校
７
）

（
５
）

敏
行
者
之
精
神
、
政
自
戰
兢
惕
厲
中
來
也
。
〇
聞
屬
言
、
凡
所
聞
者
皆
言
也
。
見
屬
行
、
凡
所
見
者
皆
行
也
。

（
校
８
）

（
校
９
）

（
６
）

（
校
１
）
祿
在
其
中
矣

十
巻
本
は
こ
の
下
に
割
注
「
行
寡
之
行
、
去
聲
。
」
が
入
る
。
（
校
２
）
猶

十
巻
本
「
從
」
に
作

る
。
（
校
３
）
不
抵

十
巻
本
「
盡
免
」
に
作
る
。
（
校
４
）
此
之
爲
祿
在
其
中

十
巻
本
「
此
之
謂
祿
在
其
中
」
に
作
る
。

（
校
５
）
自
在
者

十
巻
本
「
自
得
者
」
に
作
る
。
（
校
６
）
寡
尤
寡
悔

十
巻
本
「
寡
尤
悔
」
に
作
る
。
（
校
７
）
自
至
者
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十
巻
本
「
自
在
者
」
に
作
る
。
（
校
８
）
敏
行
者
之
精
神

十
巻
本
は
「
者
」
を
欠
く
。
（
校
９
）
政

十
巻
本
「
正
」
に

作
る
。

（
１
）
誇
多
鬭
靡

唐
・
韓
愈
『
昌
黎
先
生
集
』
巻
二
十
「
送
陳
秀
才
彤
序
」
「
讀
書
以
爲
學
、
纘
言
以
爲
文
、
非
以
誇
多
、
、

而
鬭
靡
也
。
蓋
學
所
以
爲
道
、
文
所
以
爲
理
耳
。
苟
行
事
得
其
宜
、
出
言
適
其
要
、
雖
不
吾
面
、
吾
將
信
其
富
於
文
學
也
」

、
、
、

（
『
韓
愈
文
集
彙
校
箋
注
』
第
三
冊
、
中
華
書
局
、
一
一
〇
九
頁
）
。

（
２
）
多
言
多
召
尤
、
多
動
多
宿
悔
也

劉
宗
周
は
母
・
章
氏
か
ら
繰
り
返
し
「
多
言
」
「
多
動
」
を
戒
め
ら
れ
て
い
た
。

『
劉
宗
周
全
集
』
第
四
冊
「
顯
考
誥
贈
通
議
大
夫
順
天
府
府
尹
秦
臺
府
君
曁
顯
妣
誥
贈
淑
人
貞
節
章
太
淑
人
行
狀
」
「
或
見
宗

周
氣
宇
輕
浮
、
則
時
時
勅
曰
、
戒
之
戒
之
。
無
多
言
。
多
言
敗
德
。
無
多
動
。
多
動
敗
事
」（
二
五
三
頁
）
。

（
３
）
身
安
爲
貴
、
道
充
爲
富

『
通
書
』
富
貴
第
三
十
三
「
君
子
以
道
充
爲
貴
、
身
安
爲
富
。
故
常
泰
無
不
足
。
而
銖

、

、

視
軒
冕
、
塵
視
金
玉
。
其
重
無
加
焉
爾
」
。

（
４
）
遯
世
不
見
～
唯
聖
者
能
之

『
中
庸
』
「
子
曰
、
素
隱
行
怪
、
後
世
有
述
焉
。
吾
弗
爲
之
矣
。
君
子
遵
道
而
行
、
半

途
而
廢
。
吾
弗
能
已
矣
。
君
子
依
乎
中
庸
、
遯
世
不
見
知
而
不
悔
、
唯
聖
者
能
之
。
」

（
５
）
言
行
分
愼
敏
兩
法

『
論
語
』
學
而
「
子
曰
、
君
子
食
無
求
飽
、
居
無
求
安
、
敏
於
事
而
慎
於
言
、
就
有
道
而
正

、
、
、

、
、
、

焉
、
可
謂
好
學
也
已
矣
」
、
同
里
仁
「
子
曰
、
君
子
欲
訥
於
言
、
而
敏
於
行
」
。

（
６
）
戰
兢
惕
厲

劉
宗
周
は
朱
熹
の
語
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
『
劉
宗
周
全
集
』
第
三
冊
「
復
曹
遠
思
進
士
」

「
苟
學
不
聞
道
、
而
徒
以
一
切
倖
倖
者
當
之
、
即
幸
而
得
之
、
亦
正
一
指
之
伎
倆
、
不
足
爲
賢
者
道
也
。
晦
庵
先
生
曰
、
眞



- 253 -

正
英
雄
、
毎
從
戰
兢
惕
厲
中
來
。
請
爲
足
下
誦
之
」
（
三
六
二
頁
）
。
該
語
は
ま
た
『
孟
子
集
注
大
全
』
巻
八
・
離
婁
章
句
下

、
、
、
、

「
孟
子
曰
人
之
所
以
異
於
禽
獸
者
幾
希
」
章
注
に
「
人
物
之
生
、
同
得
天
地
之
理
以
爲
性
、
同
得
天
地
之
氣
以
爲
形
。
其
不

同
者
、
獨
人
於
其
間
得
形
氣
之
正
、
而
能
有
以
全
其
性
、
爲
少
異
耳
。
雖
曰
少
異
、
然
人
物
之
所
以
分
實
在
於
此
。
衆
人
不

知
此
而
去
之
、
則
名
雖
爲
人
、
而
實
無
以
異
於
禽
獸
。
君
子
知
此
而
存
之
、
是
以
戰
兢
惕
〔
他
歴
反
〕
厲
、
而
卒
能
有
以
全

、
、
、

、

其
所
受
之
正
也
」
と
あ
る
。

子
張
祿
を
干
め
ん
こ
と
を
學
ぶ
。
子
曰
く
、
多
く
聞
き
て
疑
は
し
き
を
闕
き
、
愼
み
て
其
の
餘
を
言
へ
ば
、
則
ち
尤
寡
し
。

と
が
め

多
く
見
て
殆
き
を
闕
き
、
愼
み
て
其
の
餘
を
行
へ
ば
、
則
ち
悔
い
寡
し
。
言
、
尤
寡
く
、
行
、
悔
い
寡
け
れ
ば
、
祿
其
の
中

に
在
り
、
と
。

「
子
張

祿
を
干
め
ん
こ
と
を
學
ぶ
」
と
い
う
の
は
、
子
張
に
、
知
識
の
豊
富
さ
を
鼻
に
か
け
て
文
辞
の
派
手
さ
を
競
い
、

名
声
を
鳴
り
響
か
せ
て
世
に
迎
合
し
よ
う
と
い
う
心
が
あ
っ
て
、
ま
る
で
俸
禄
に
あ
り
つ
く
た
め
に
学
ん
で
い
る
よ
う
な
態

度
が
あ
る
と
こ
ろ
に
欠
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
孔
子
は
懇
切
に
「
己
の
為
に
す
る
」
（
『
論
語
』
憲
問
篇
）
学
を
提
示
し
、

雑
多
な
知
識
を
そ
こ
に
収
斂
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
知
識
は
い
く
ら
多
く
て
も
、
い
ざ
そ
れ
を
実
践
の
場
で
活
用
し

よ
う
と
す
る
と
、
往
々
に
し
て
疑
わ
し
い
も
の
が
多
く
、
信
じ
る
に
足
る
も
の
は
少
な
い
も
の
だ
。
信
じ
る
に
足
る
も
の
を

言
っ
た
り
行
っ
た
り
す
る
こ
と
す
ら
細
心
の
注
意
を
払
い
、
余
計
な
話
し
を
し
て
ま
た
一
つ
恨
み
を
買
わ
な
い
か
、
余
計
な
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こ
と
を
や
っ
て
ま
た
一
つ
後
悔
を
増
や
さ
な
い
か
、
恐
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
用
心
し
て
言
い
、
か
つ
行
っ
た
と
し

て
も
、
や
は
り
恨
み
や
後
悔
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
無
し
」
と
言
わ
ず
「
寡
し
」
と
言
う
の
は
、
言
を
慎
み
、
行

い
を
慎
む
心
持
ち
に
着
目
し
て
、
か
く
言
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
学
問
を
し
て
初
め
て
自
ら
の
不
足
に

気
づ
く
も
の
な
の
だ
。
と
す
る
と
、
「
尤

寡
し
」
「
悔
い
寡
し
」
と
い
っ
た
こ
と
は
賢
人
以
上
で
な
い
と
で
き
な
い
も
の
な
の

だ
。
こ
れ
を
「
祿

其
の
中
に
在
り
」
と
い
う
。
（
『
通
書
』
に
）
所
謂
「
道
が
充
実
し
て
い
る
の
を
貴
い
と
し
、
身
の
安
ら
か

な
る
を
富
と
す
る
」
と
い
う
道
理
で
、
外
に
求
め
な
く
と
も
自
身
の
な
か
に
も
と
も
と
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
ぶ
者

は
「
尤
寡
し
」
「
悔
い
寡
し
」
が
俸
禄
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
真
に
領
解
で
き
て
こ
そ
、
始
め
て
学
問
を
語
る
資
格
が
あ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
充
実
し
尽
く
せ
ば
、
（
『
中
庸
』
に
い
う
）
「
世
を
遯
れ
て
知
ら
れ
ざ
る
も
悔
い
ざ
る
は
、
唯
だ
聖

者
の
み
之
を
能
く
す
」
の
境
地
と
な
る
。
学
問
に
勤
め
て
い
れ
ば
俸
禄
な
ど
自
ず
と
や
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、
「
祿
を
干
め

ん
こ
と
を
學
ぶ
」
よ
り
い
っ
そ
う
深
遠
な
境
地
だ
。

（
『
論
語
』
学
而
に
）
「
言
に
慎
む
」
、
（
同
じ
く
里
仁
に
）
「
行
ひ
に
敏
」
と
あ
る
よ
う
に
、
言
と
行
は
各
々
異
な
っ
た
法
に

よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
言
行
の
双
方
に
つ
い
て
と
も
に
「
慎
む
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
「
行
ひ
に
敏
」
な
る
者
の
実
質
は
、
ま
さ
に
懼
れ
慎
む
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
『
論
語
』
該
章
に
）
「
聞
く
」
が
「
言
ふ
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
は
、
耳
で
聞
く
も
の
は
言
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
見
る
」
が

「
行
ふ
」
に
か
か
っ
て
い
る
の
は
、
目
で
見
る
も
の
は
行
だ
か
ら
で
あ
る
。

【
為
・

】
19
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哀
公
問
曰
、
何
爲
則
民
服
。
孔
子
對
曰
、
舉
直
錯
諸
枉
則
民
服
。
舉
枉
錯
諸
直
則
民
不
服
。

人
主
以
一
身
託
天
下
臣
民
之
上
、
未
可
以
機
權
控
馭
之
也
。
奉
天
道
之
無
私
、
以
順
民
心
而
已
。
舉
直
錯
枉
、
所
以
奉
天
道

（
校
１
）

順
民
心
也
。
民
焉
得
不
服
。
然
君
舉
錯
只
一
相
。
相
擇
羣
有
司
、
羣
有
司
擇
百
執
事
、
百
執
事
下
至
胥
吏
之
賤
、
皆
以
此
道

遞
推
之
、
則
天
下
帖
然
成
大
順
之
治
。
雖
唐
虞
三
代
之
化
不
過
如
此
。

（
校
１
）
未
可
以

十
巻
本
「
未
有
可
以
」
に
作
る
。

哀
公
問
ひ
て
曰
く
、
何
を
爲
せ
ば
則
ち
民
服
せ
ん
、
と
。
孔
子
對
へ
て
曰
く
、
直
き
を
舉
げ
て
諸
の
枉
れ
る
を
錯
け
ば
、
則

も
ろ
も
ろ

お

ち
民
服
せ
ん
。
枉
れ
る
を
舉
げ
て
諸
の
直
き
を
錯
け
ば
則
ち
民
服
せ
ず
、
と
。

も
ろ
も
ろ

君
主
は
一
身
を
天
下
の
臣
民
に
委
ね
て
お
り
、
権
力
で
も
っ
て
そ
れ
を
行
使
す
る
も
の
で
は
な
い
。
天
道
と
い
う
私
心
な

き
も
の
を
押
し
戴
い
て
、
民
の
心
に
従
う
存
在
で
あ
る
。
「
直
き
を
舉
げ
て
枉
が
れ
る
を
錯
く
」
と
は
、
天
道
を
戴
き
民
の
心

に
従
う
手
段
で
あ
る
。
民
が
服
し
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
君
主
が
「
舉
げ
て
錯
く
」
の
は
宰
相
の
一
人
の
み
で

あ
る
。
宰
相
が
諸
々
の
官
僚
を
選
び
、
官
僚
が
諸
々
の
官
員
を
選
び
、
そ
こ
か
ら
順
々
に
降
っ
て
い
っ
て
、
下
っ
端
の
胥
吏

に
及
ぶ
ま
で
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
無
私
の
天
道
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
天
下
は
安
定
し
、
大
い
に

調
和
し
た
治
世
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
古
の
堯
舜
禹
三
代
の
世
も
こ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
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【
為
・

】
20

季
康
子
問
、
使
民
敬
忠
以
勸
、
如
之
何
。
子
曰
、
臨
之
以
莊
則
敬
、
孝
慈
則
忠
、
舉
善
而
敎
不
能
則
勸
。

敬
忠
而
且
勸
、
所
以
責
民
之
道
、
至
矣
盡
矣
。
至
問
所
以
使
之
然
、
則
必
有
端
本
之
術
在
、
而
非
可
徒
責
之
民
者
。
使
民
敬
、

（
校
１
）

吾
求
吾
敬
耳
。
使
民
忠
、
吾
求
吾
忠
耳
。
使
民
勸
、
吾
求
吾
勸
耳
。
纔
上
行
則
下
效
、
捷
於
影
響
、
是
操
必
得
之
數
者
也
。

（
校
２
）

（
１
）

故
曰
、
則
敬
、
則
忠
、
則
勸
。
云
孝
慈
則
忠
、
人
未
有
孝
而
不
自
致
、
保
赤
子
而
不
以
誠
者
、
此
忠
之
至
也
。
故
以
使
民
忠
。

蓋
既
以
孝
作
忠
、
又
以
慈
感
忠
也
。

（
校
１
）
使
之
然

十
巻
本
は
「
然
」
を
欠
く
。
（
校
２
）
下
效

十
巻
本
「
下
傚
」
に
作
る
。

（
１
）
捷
於
影
響

影
が
形
の
動
き
に
つ
れ
て
動
き
、
反
響
が
声
に
応
じ
る
よ
り
も
速
い
こ
と
。
反
応
が
迅
速
で
あ
る
喩

え
。
『
大
学
章
句
大
全
』
「
所
謂
平
天
下
在
治
其
國
者
、
上
老
老
而
民
興
孝
、
上
長
長
而
民
興
弟
、
上
恤
孤
而
民
不
倍
。
是
以

君
子
有
絜
矩
之
道
也
〔
長
、
上
聲
。
弟
、
去
聲
。
倍
、
與
背
同
。
絜
、
胡
結
反
〕
。
」
注
「
老
老
、
所
謂
老
吾
老
也
。

言
此

三
者
、
上
行
下
效
、
捷
〔
疾
業
反
〕
於
影
響
。
所
謂
家
齊
而
國
治
也
。
」

、

、
、
、

季
康
子
問
ふ
、
民
を
し
て
敬
忠
に
し
て
以
て
勸
ま
し
む
る
に
は
、
之
を
如
何
せ
ん
、
と
。
子
曰
く
、
之
に
臨
む
に
莊
を
以
て
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す
れ
ば
則
ち
敬
す
。
孝
慈
な
れ
ば
則
ち
忠
な
り
。
善
を
舉
げ
て
不
能
を
敎
ふ
れ
ば
則
ち
勸
む
、
と
。

（
民
に
対
し
）
「
敬
忠
」
で
、
な
お
か
つ
「
勧
む
」
こ
と
を
求
め
る
と
い
う
の
は
、
民
に
対
す
る
要
求
は
、
至
れ
り
尽
く
せ

り
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
民
に
か
く
振
る
舞
わ
し
め
る
に
は
い
か
に
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
う
の
が
質
問
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
は
必
ず
ま
ず
根
本
を
正
す
と
い
う
段
階
が
あ
る
の
で
あ
り
、
民
の
側
の
み
に
一
方
的
に
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
「
民
を
し
て
敬
せ
し
む
」
に
は
、
ま
ず
自
身
が
「
敬
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
民
を
し
て
忠
な
ら
し
む
」
に
は
、

ま
ず
自
身
が
「
忠
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
民
を
し
て
勧
め
し
む
」
に
は
、
ま
ず
自
身
が
「
勧
む
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
お
上
が
何
か
行
え
ば
、
す
ぐ
に
下
々
が
そ
れ
に
な
ら
う
、
そ
の
速
度
は
影
が
形
に
従
い
、
反
響
が
声
に
応
じ
る
よ
り
も

迅
速
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
上
に
立
つ
者
は
必
ず
そ
う
な
る
と
い
う
必
然
性
を
掌
握
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
こ
の
故

に
「
則
ち
敬
」
「
則
ち
忠
」
「
則
ち
勧
む
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
孝
慈
な
れ
ば
則
ち
忠
」
と
は
、
孝
行
で
あ
り
な
が
ら
真
心
を

、
、

、
、

、
、

尽
く
さ
な
い
者
は
な
く
、
赤
子
を
育
て
る
の
に
誠
を
尽
く
さ
な
い
者
は
な
い
か
ら
で
、
こ
れ
は
忠
の
至
り
で
あ
る
。
故
に

「
民
を
し
て
忠
な
ら
し
む
」
こ
と
が
で
き
る
。
思
う
に
、
「
孝
」
に
よ
っ
て
民
を
忠
に
し
、
さ
ら
に
「
慈
」
に
よ
っ
て
も
忠
を

感
応
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

【
為
・

】
21

或
謂
孔
子
曰
、
子
奚
不
爲
政
。
子
曰
、
書
云
孝
乎
。
惟
孝
、
友
于
兄
弟
、
施
於
有
政
。
是
亦
爲
政
。
奚
其
爲
爲
政
。
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孝
是
人
最
初
一
念
天
理
流
動
處
。
纔
達
之
第
二
念
便
是
弟
。
以
孝
弟
推
之
、
便
得
刑
寡
妻
、
御
臣
僕
之
道
、
自
此
而
九
族
而

（
校
１
）

（
１
）

百
姓
而
昆
蟲
草
木
、
皆
即
此
一
本
而
推
之
裕
如
者
。
此
孝
之
所
以
爲
百
行
之
原
而
萬
化
之
本
也
。
堯
舜
禹
湯
文
武
、
嘗

（
２
）

（
校
２
）

以
孝
治
天
下
矣
。
故
曰
、
瞽
瞍
底
豫
而
天
下
化
。
知
孝
之
可
以
使
天
下
化
、
則
知
天
子
有
天
子
之
政
、
諸
侯
有
諸
侯
之
政
、

（
３
）

（
４
）

（
校
３
）

大
夫
有
大
夫
之
政
、
士
庶
人
有
士
庶
人
之
政
、
政
不
同
而
以
言
乎
不
出
家
而
成
政
於
孝
則
一
也
。
夫
子
之
所
以
曉
或
人
者
至

（
校
４
）

（
校
５
）

（
校
６
）

矣
。
奚
其
爲
爲
政
、
言
舍
此
不
爲
、
將
何
所
爲
而
爲
政
乎
。
○
此
孔
子
示
人
刻
刻
有
見
在
事
業
、
但
問
諸
身
、
不
必
問
諸
世

（
校
７
）

也
。
或
人
言
爲
政
、
孔
子
遽
言
孝
、
且
只
引
書
詞
一
二
語
、
加
之
論
斷
、
而
不
別
增
辭
説
、
爲
政
之
在
身
不
在
世
、
已
了
然

（
５
）

矣
。
至
曰
孝
曰
友
、
總
是
恰
好
、
講
粗
不
得
、
講
精
亦
不
得
也
。
○
道
之
以
德
、
亦
不
離
孝
友
。

（
６
）

（
校
１
）
流
動
處

十
巻
本
は
「
處
」
を
欠
く
。
（
校
２
）
百
行
之
原

十
巻
本
は
「
之
」
を
欠
く
。
（
校
３
）
孝
之
可
以
使

天
下
化

十
巻
本
「
孝
之
所
以
治
天
下
」
に
作
る
。
（
校
４
）
以
言

十
巻
本
は
「
以
」
を
欠
く
。
（
校
５
）
成
政
於
孝
則
一

也

十
巻
本
「
成
教
於
孝
一
也
」
に
作
る
。
（
校
６
）
之

十
巻
本
は
こ
の
字
を
欠
く
。
（
校
７
）
此
孔
子
示
人
～
不
離
孝
友

十
巻
本
は
圏
点
か
ら
文
末
ま
で
の

字
を
欠
く
。

90

（
１
）
刑
寡
妻

『
詩
経
』
大
雅
・
思
斉
「
惠
于
宗
公
、
神
罔
時
怨
、
神
罔
時
恫
。
刑
于
寡
妻
、
至
于
兄
弟
、
以
御
于
家

邦
」
、
『
孟
子
』
梁
惠
王
上
「
老
吾
老
、
以
及
人
之
老
、
幼
吾
幼
、
以
及
人
之
幼
、
天
下
可
運
於
掌
。
詩
云
、
刑
于
寡
妻
、
至

于
兄
弟
、
以
御
于
家
邦
。
言
擧
斯
心
、
加
諸
彼
而
已
」。
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（
２
）
皆
即
此
一
本

『
孟
子
』
滕
文
公
上
「
墨
者
夷
之
、
因
徐
辟
而
求
見
孟
子
、
孟
子
曰
、
吾
固
願
見
、
今
吾
尚
病
、

病
愈
我
且
往
見
、
夷
子
不
來
、
他
日
又
求
見
孟
子
、
孟
子
曰
、
吾
今
則
可
以
見
矣
、
不
直
則
道
不
見
、
我
且
直
之
、
吾
聞
夷

子
墨
者
、
墨
之
治
喪
也
、
以
薄
爲
其
道
也
、
夷
子
思
以
易
天
下
、
豈
以
爲
非
是
而
不
貴
也
、
然
而
夷
子
葬
其
親
厚
、
則
是
以

所
賤
事
親
也
、
除
子
以
告
夷
子
、
夷
子
曰
、
儒
者
之
道
、
古
之
人
若
保
赤
子
、
此
言
何
謂
也
、
之
則
以
爲
愛
無
差
等
、
施
由

親
始
、
徐
子
以
告
孟
子
、
孟
子
曰
、
夫
夷
子
信
以
爲
人
之
親
其
兄
之
子
、
爲
若
親
其
鄰
之
赤
子
乎
、
彼
有
取
爾
也
、
赤
子
匍

匐
將
入
井
、
非
赤
子
之
罪
也
、
且
天
之
生
物
也
、
使
之
一
本
、
而
夷
子
二
本
故
也
、
蓋
上
世
嘗
有
不
葬
其
親
者
、
其
親
死
、

、
、

則
擧
而
委
之
於
壑
、
他
日
過
之
、
狐
貍
食
之
、
蝿
蚋
姑
嘬
之
、
其
顙
有
泚
、
睨
而
不
視
、
夫
泚
也
、
非
爲
人
泚
、
中
心
達
於

面
目
、
蓋
歸
反
、
虆
梩
而
掩
之
、
掩
之
誠
是
也
、
則
孝
子
仁
人
之
掩
其
親
、
亦
必
有
道
矣
、
徐
子
以
告
夷
子
、
夷
子
憮
然
爲

閒
曰
、
命
之
矣
」
。

（
３
）
孝
治
天
下

『
孝
経
』
孝
治
章
「
子
曰
、
昔
者
、
明
王
之
以
孝
治
天
下
也
、
不
敢
遺
小
國
之
臣
。
而
況
於
公
侯
伯

子
男
乎
」
。

（
４
）
瞽
瞍
底
豫
而
天
下
化

『
孟
子
』
離
婁
上
「
孟
子
曰
、
天
下
大
悦
而
將
歸
己
、
視
天
下
悦
而
歸
己
、
猶
草
芥
也
、

惟
舜
爲
然
、
不
得
乎
親
、
不
可
以
爲
人
、
不
順
乎
親
、
不
可
以
爲
子
、
舜
盡
事
親
之
道
、
而
瞽
瞍
底
豫
而
天
下
化
、
瞽
瞍
底

豫
、
而
天
下
之
爲
父
子
者
定
、
此
之
謂
大
孝
」
。

（
５
）
引
書
詞
一
二
語

孔
子
が
当
該
章
に
お
い
て
引
く
語
は
、
『
尚
書
』
周
書
・
君
陳
篇
に
「
王
若
曰
、
君
陳
、
惟
爾
令

德
孝
恭
。
惟
孝
、
友
于
兄
弟
、
克
施
有
政
。
命
汝
尹
茲
東
郊
。
敬
哉
」
と
あ
る
。

（
６
）
道
之
以
德

『
論
語
』
為
政
篇
「
子
曰
、
道
之
以
政
、
齊
之
以
刑
、
民
免
而
無
恥
。
道
之
以
德
、
齊
之
以
禮
、
有
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恥
且
格
」
。

或
ひ
と
孔
子
に
謂
ひ
て
曰
く
、
子

奚
ぞ
政
を
爲
さ
ざ
る
、
と
。
子
曰
く
、
書
に
孝
を
云
へ
る
か
。
惟
れ
孝
、
兄
弟
に
友
に
、

な
ん

有
政
に
施
す
、
と
。
是
れ
亦
た
政
を
爲
す
な
り
。
奚
ん
ぞ
其
れ
政
を
爲
す
こ
と
を
爲
さ
ん
、
と
。

「
孝
」
は
最
初
の
一
念
の
、
天
理
が
躍
動
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
二
念
に
わ
た
る
と
た
ち
ま
ち
「
弟
」
と
な
る
。
「
孝

弟
」
を
推
し
及
ぼ
し
て
い
く
と
、
「
寡
妻
に
刑
し
」
（
自
身
の
妻
の
手
本
と
な
り
）
、
臣
下
を
行
使
す
る
方
法
が
分
か
り
、
そ
こ

か
ら
九
族
、
百
姓
、
昆
虫
草
木
に
至
る
ま
で
、
み
な
こ
の
「
一
本
」
を
推
し
及
ぼ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
孝
が
あ
ら

ゆ
る
徳
行
の
源
で
あ
り
、
教
化
の
根
本
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。
堯
、
舜
、
禹
、
湯
、
文
、
武
と
い
っ
た
古
代
の
聖
人
た
ち
は

孝
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
た
。
ゆ
え
に
、
「
瞽
瞍

豫
び
を
底
し
て
天
下

化
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
孝
」
が
天
下
を
教
化

よ
ろ
こ

い
た

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
天
子
に
は
天
子
の
政
が
あ
り
、
諸
侯
に
は
諸
侯
の
政
が
あ
り
、
大
夫
に
は
大
夫
の
政

が
あ
り
、
士
庶
人
に
は
士
庶
人
の
政
が
あ
り
、
そ
の
政
に
は
相
違
が
あ
る
が
、
家
を
出
な
い
ま
ま
に
政
を
孝
に
お
い
て
完
成

さ
せ
る
と
い
う
点
で
は
一
つ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
孔
子
が
「
或
ひ
と
」
を
教
え
た
や
り
方
は
よ
く
行
き
届
い
た
も
の
で

あ
る
。
「
奚
ぞ
其
れ
政
を
爲
す
こ
と
を
爲
さ
ん
」
は
、
こ
れ
を
な
さ
ず
し
て
ど
う
や
っ
て
政
を
行
う
の
か
、
の
意
で
あ
る
。

な
ん

こ
の
章
は
孔
子
が
、
人
に
は
時
々
刻
々
と
取
り
組
む
べ
き
仕
事
が
あ
り
、
そ
れ
は
わ
が
身
に
問
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
外
界

に
問
う
必
要
が
な
い
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
「
或
る
ひ
と
」
が
「
政
を
為
す
」
と
言
っ
た
の
に
、
孔
子
は
唐
突
に
「
孝
」

の
話
し
を
し
、
『
尚
書
』
の
語
の
一
つ
二
つ
を
引
い
て
論
断
し
、
そ
れ
以
上
の
言
辞
を
加
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
「
政
を
為
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す
」
こ
と
は
わ
が
身
に
あ
り
、
外
界
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
明
白
で
あ
る
。
「
孝
」
や
「
友
」
は
ま
さ
し
く
ピ
タ
リ
と
言
い

当
て
て
お
り
、
そ
れ
以
上
簡
略
な
言
い
方
を
し
て
も
い
け
な
い
し
、
詳
細
な
言
い
方
を
し
て
も
駄
目
だ
。

（
『
論
語
』
為
政
篇
の
）
「
之
を
道
く
に
德
を
以
て
す
」
も
「
孝
」
「
友
」
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

【
為
・

】
22

子
曰
、
人
而
無
信
、
不
知
其
可
也
。
大
車
無
輗
、
小
車
無
軏
、
其
何
以
行
之
哉
。

（
校
１
）

信
是
本
之
眞
心
而
見
之
然
諾
之
際
者
、
是
身
世
作
合
處

關
捩
子

、
猶
車
之
有
輗
軏
然
。
舉
世
尚
狙
詐
、
人
而
無
信
、
一
味
心

（
校
２
）
（
校
３
）
（
１
）

口
相
違
、
千
蹊
萬
徑
、
用
得
熟
時
、
若
以
爲
非
此
不
可
持
身
、
不
可
御
世
然
。
豈
知
有
斷
斷
乎
其
不
可
者
。
可
不
可
、

（
校
４
）

只
衡
在
是
非
上
。
而
行
不
行
、
方
格
到
利
害
上
。
人
而
無
信
、
任
大
小
地
位
都
行
不
得
。
即
小
事
尚
然
、
而
况
大
者
乎
。

（
校
５
）

（
校
６
）

（
校
７
）

（
校
１
）
其
何
以
行
之
哉

十
巻
本
は
こ
の
下
に
割
注
「
輗
、
五
兮
反
。
軏
、
音
月
。
」
が
入
る
。
（
校
２
）
處

十
巻
本
は

こ
の
字
を
欠
く
。
（
校
３
）
關
捩
子

十
巻
本
「
關
鍵
」
に
作
る
。
（
校
４
）
持
身

十
巻
本
「
物
身
」
に
作
る
。
（
校
５
）
衡

十
巻
本
は
こ
の
字
を
欠
く
。
（
校
６
）
格
到

十
巻
本
「
較
」
に
作
る
。
（
校
７
）
大
者
乎

十
巻
本
「
大
事
哉
」
に
作
る
。

（
１
）
關
捩
子

扉
の
と
ぼ
そ
。
転
じ
て
、
物
事
の
関
鍵
と
な
る
部
分
。
か
な
め
。
『
碧
巌
録
』
第
一
則
・
頌
評
唱
「
雪
竇

恐
怕
人
逐
情
見
、
所
以
撥
轉
關
捩
子
」
、
『
朱
子
語
類
』
巻
一
〇
「
讀
書
、
須
是
知
貫
通
處
、
東
邊
西
邊
、
都
觸
着
這
關
捩
子
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方
得
。
只
認
下
着
頭
去
做
、
莫
要
思
前
算
後
、
自
有
至
處
」
。

子
曰
く
、
人
に
し
て
信
無
け
れ
ば
、
其
の
可
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
大
車
輗
無
く
、
小
車
軏
無
け
れ
ば
、
其
れ
何
を
以
て
之

を
行
ら
ん
や
、
と
。

や「
信
」
は
真
心
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
（
人
か
ら
の
依
頼
を
）
引
き
受
け
る
際
に
現
れ
る
。
自
身
が
世
間
と
接
す
る
際
の
関

鍵
で
あ
り
、
ま
る
で
車
に
「
輗
」
や
「
軏
」
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
世
の
人
々
は
み
な
詐
術
を
重
ん
じ
、

「
人
に
し
て
信
無
く
」
、
心
と
言
葉
が
乖
離
し
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
管
を
張
り
巡
ら
せ
、
そ
れ
に
習
熟
す
る
と
、
ま
る
で
そ

れ
が
な
い
と
や
っ
て
い
け
ず
、
世
の
な
か
を
渡
っ
て
ゆ
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
絶
対
に
や

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
弁
え
て
い
な
い
。
「
可
」
か
「
不
可
」
か
は
是
非
に
照
ら
し
て
考
え
て
み
る

だ
け
で
よ
い
。
「
行
る
」
か
「
行
ら
ず
」
の
段
階
に
な
っ
て
初
め
て
、
こ
と
が
利
害
に
関
係
し
て
く
る
。
「
人
に
し
て
信
無
く

ん
ば
」
、
ど
ん
な
立
場
に
い
よ
う
と
、
「
行
る
」
こ
と
を
得
な
い
の
だ
。
小
事
で
す
ら
そ
う
な
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
や
大
事
で

あ
れ
ば
な
お
さ
ら
だ
。


